
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９回 

ＯＤＲ推進会議 

議事録 
 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 日 時  令和８年３月１２日（木）   自 午前１０時０１分 

                       至 午後 ０時０６分 

 

第２ 場 所  法務省１５階「審査監督課会議室」（オンライン） 

 

第３ 議 題  １．開会 

        ２．事務局挨拶 

        ３．事務局による資料説明等 

        ４．各種報告事項 

         ⑴ 本年度の法務省の取組について 

         ⑵ ワーキング・グループの取組等について 

        ５．意見交換 

           次年度のワーキング・グループのテーマ等について 

        ６．その他 



        ７．閉会 

第４ 議 事 （次のとおり） 
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議        事 

○矢川部付 それでは、予定の時刻となりましたので、第９回ＯＤＲ推進会議を開催させてい

ただきます。 

  委員の皆様におかれましては、ウェブ会議システムのカメラをオンにしていただけますで

しょうか。お願いいたします。 

  まず、この会議での発言方法について説明させていただきます。 

  ハウリングや雑音の混入を防ぐために、御発言される際を除きましてマイク機能をオフに

していただきますようお願いいたします。御発言を希望される際には、挙手機能を御使用く

ださい。手のひらマークをクリックしますと挙手できますので、指名をされるまでお待ちく

ださい。指名されましたら、マイクをオンにし御発言をお願いいたします。また、御発言を

終えられましたら、マイクをオフにして、手のひらマークをクリックして手を下げるようお

願いいたします。挙手機能を使えない場合には、カメラに向かって手を挙げていただきます

ようお願いいたします。また、御発言をされます方は、お名前をおっしゃってから御発言い

ただけますと幸いでございます。 

  初めに、司法法制部審査監督課長の沖田より御挨拶がございます。お願いします。 

○沖田課長 法務省大臣官房司法法制部審査監督課長の沖田でございます。 

  本日は御多用のところ、第９回ＯＤＲ推進会議に御出席いただき、誠にありがとうござい

ます。会議の開催に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 

  本ＯＤＲ推進会議は、これまで８回の会議を開催いたしました。昨年９月に開催した第８

回会議では、重点取組事項に基づく今年度上半期の法務省の取組について事務局から御報告

申し上げ、各取組に関する御意見を頂戴いたしました。 

  本日の会議では、主に前回会議以降の取組状況について事務局からの御報告と、２つのワ

ーキンググループから議論の状況等について御報告を頂きます。その後、来年度のワーキン

ググループのテーマについて、委員の皆様から御意見を頂戴できればと考えております。 

  本日の会議が充実した御議論となり、今後のＯＤＲ推進に向けた取組が成果を上げるもの

となりますことを祈念いたしまして、私の御挨拶とさせていただきます。 

  どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○矢川部付 それでは、ここからの議事進行につきましては、垣内座長にお願いしたいと思い

ます。 

○垣内座長 皆様、おはようございます。 

  それでは、本日の議事に入らせていただきます。 

  お手元に議事次第がおありかと存じますけれども、本日は、この議事次第に記載の内容を

予定しております。 

  議事を進めるに当たりまして、まず事務局から配付資料の説明をお願いいたします。 

○矢川部付 それでは、配付資料につきまして御説明をいたします。 

  まず資料１ですが、本年度の法務省の取組についての説明資料です。後ほど、この資料に

基づきまして、法務省の今年度の取組状況を御報告いたします。 

  次に資料２ですが、「ワーキング・グループの取組等について」の説明資料です。後ほど

各ワーキンググループから御報告を頂きます。 

  続いて資料３ですが、「家族のことを民間ＡＤＲで話し合ってみませんか？」と題するチ
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ラシ、資料４は、「認証事業者に望まれるセキュリティ基準について」案、資料５は、令和

８年度のワーキンググループの取組案です。 

  以上が本日の配付資料となります。 

○垣内座長 ありがとうございます。 

  それでは、続きまして、事務局から法務省における本年度の取組について御報告を頂きま

して、その後、周知・広報ワーキンググループ、それから実装・ＡＩワーキンググループに

おける取組につきまして、それぞれ各ワーキンググループの代表者から、議論の状況等につ

いて御報告を頂きたいと思います。そこまで終了しましてから、法務省の取組も含めて質疑

応答の時間を設けたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、法務省事務局から御報告をお願いいたします。 

○甲元参事官 それでは、法務省の方から、令和７年度の法務省の取組状況について報告させ

ていただきます。 

  まず、前回、第８回のＯＤＲ推進会議では、令和７年度の途中までの取組状況を御報告い

たしましたけれども、今回、第８回会議以降の取組も含めて、令和７年度の法務省の取組の

全体像についてお話しするということにいたします。 

  周知・広報ワーキンググループ及び実装・ＡＩワーキンググループの活動状況と重なる部

分につきましては、各ワーキンググループから後ほど御報告させていただくということにい

たします。 

  では、法務省の取組状況についてですけれども、まず重点取組事項につきまして、ＯＤＲ

の利便性自体を周知・広報する手法へのシフトということで、具体的な紛争に直面した当事

者を想定した周知・広報というところで、一般的な国民に対する周知・広報から、この具体

的紛争当事者を想定した取組にシフトをしてきたというところでございます。こちらについ

て御報告いたします。 

  まずフォーラムの関係ですけれども、前回会議で御報告いたしましたとおり、今年度につ

きましては対面中心の地域フォーラムというものは実施せず、毎年１２月のＡＤＲの日に実

施しているオンライン・フォーラムに一本化して実施したというところでございます。本フ

ォーラムの開催に当たりまして、こども家庭庁の御協力を得まして、同庁から全国の自治体

に向けて開催の案内と参加の呼びかけを行いました。その結果、３００名を超える方々から

申込みを頂きまして、中でも自治体の職員の方々から多くの参加申込みをいただくことがで

きました。 

  令和７年１２月１日にオンライン・フォーラムを開催いたしまして、自治体連携の好事例

として金沢市の養育費確保サポート事業というものを取り上げまして、金沢市の担当者様か

ら取組内容を御紹介いただいたというところでございます。 

  金沢市におきましては、弁護士資格を有する職員が窓口で相談者に対して、民間ＡＤＲに

関する具体的な情報を提供するということをされていたり、相談者を適切なＡＤＲ機関につ

なげているというところが特色だというお話を頂いております。 

  また、独自のデザインで認証を取得した事業者からＯＤＲの多様な事業モデルを御紹介い

ただきまして、事業者間の情報共有というものと、ＯＤＲ実装に向けた事業者支援に資する

内容になったのではないかと法務省として考えているところでございます。 

  続きまして、改正民法施行後の紛争にＡＤＲ・ＯＤＲを活用するための準備というところ
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ですけれども、家族法の改正について、前回会議で御報告しましたとおり、法務省では、認

証ＡＤＲと弁護士会のＡＤＲという、その垣根を越えて、両者を合わせて民間ＡＤＲとして

利用者に周知していきたいということで活動してまいりました。この活動につきましては、

日弁連や最高裁、その他の機関と連携した取組を行っているというところでございます。 

  前回会議以降の進捗について、まずこちら、「家族のこと民間ＡＤＲで話し合ってみませ

んか？」というチラシを作成して広報活動を行うという形で、日弁連と法務省、それぞれの

ホームページで公表しております。また、情報連携の観点から、それぞれのホームページへ

のリンクというのを相互に掲載しているというところでございます。 

  こちらのチラシですけれども、民間ＡＤＲの特徴について、裁判所の手続との違いを含め

て、一般の方でも分かりやすく御理解いただけるように整理したというところになっており

ます。令和８年１月に開催された、父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準

備のための関係府省庁等連絡会議の幹事会におきましても、司法法制部からこのチラシを資

料として提出し、民間ＡＤＲの充実に向けた取組の説明を行っております。 

  今後も、今年施行が予定されております、この家族法の改正につきまして、家事紛争の解

決手段として民間ＡＤＲを利用しませんかというところを広く周知・広報をしてまいりたい

と思っておりまして、最近決まったんですけれども、来週、こども家庭庁でメディアを招い

ての懇談会がございまして、その中で、家事紛争について法務省民事局の方から改正民法の

説明をした後に、それで生じる紛争の解決については、民間ＡＤＲは裁判所と違ってオンラ

インでできる、土日でも気軽にできますよとか、柔軟な手続がありますよというところで、

このチラシを用いて周知・広報活動をしてまいるという予定になっております。 

  続きまして、相談機関との連携の取組ですけれども、法テラスのホームページのＦＡＱ

「ＡＤＲとは何ですか」というページでも、「家庭のトラブルについては、こちらのチラシ

もご覧ください」と説明を掲載いただいていたり、青字になっている「こちらのチラシ」部

分をクリックしていただくと、このチラシが表示されるという形になっておりまして、法テ

ラスでも、こちらを使っていただいているというところになっております。 

  また、日弁連の後援の下で実施されました日本ＡＤＲ協会主催のシンポジウムにつきまし

て、当省もこども家庭庁を通じて、全国の自治体に向けて開催の案内と参加の呼びかけを行

いました。併せて、法務省民事局担当者が改正法の概要と「法務省の今後の取組み」と題し

て基調講演を行い、本講演で使用した説明資料につきましては、後日、家事事件を取り扱う

認証ＡＤＲ事業者に配布するということもさせていただいたところでございます。 

  続きまして、利用者や相談機関の方が家事事件に対応可能な認証事業者を容易に把握でき

るようにする、その必要があるかなというところで、家事事件を取り扱う認証ＡＤＲ事業者

の情報を取りまとめた一覧表を作成したということがございます。こちらの一覧表につきま

しては、記載内容に誤りがないかどうかを各事業者に今確認中というところでございまして、

今こちらに表示させていただいているのが、そういう意味で暫定版という形になっておりま

す。事業者への確認が完了いたしましたら、確定版の一覧表をかいけつサポートホームペー

ジに掲載するということを予定しているのと、こども家庭庁を通じて全国の自治体にも配布

するということで、窓口での相談者の対応の際に御活用いただくということを予定している

資料になっております。 

   続きまして、次の話題になりますが、かいけつサポートのホームページの改修を行いま
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したというところでございます。 

  前回会議におきまして、第７回の会議で報告いたしましたＯＤＲ紹介動画のコンテンツで

すとか、金沢市の取組のかいけつサポートホームページへの掲載、解決事例のページの新設

について報告したところでございます。 

  また、先ほど申し上げたとおり、民間ＡＤＲに関するチラシですとか、日弁連の家事ＡＤ

Ｒページへのリンクというものを掲載したというところがございます。 

  また、令和７年１２月に開催した、先ほどお話ししたオンライン・フォーラムですけれど

も、そちらで使用したＡＤＲ・ＯＤＲに関する法務省の説明資料についても、「ＯＤＲの推

進」ページに掲載するということをしております。 

  では、次の説明になりますが、担い手側のＯＤＲ実装を段階的に支援するというところで、

ＡＤＲ機関にＯＤＲの実装を支援していくという取組についても御報告いたします。 

  まず、こちらのオンライン・フォーラムですけれども、先ほど申し上げましたとおり、独

自のデザインで認証を取得した事業者からＯＤＲの多様な事業モデルを御紹介いただいたと

いうところがございました。その点におきまして、事業者間の横連携の促進と、ＯＤＲ実装

の支援に資する内容のフォーラムを開催したということで我々の方では考えているところで

す。 

  続きまして、事業者向けの情報発信についてですけれども、前回会議で報告しましたとお

り、金沢市の取組をかいけつサポート通信及びかいけつサポートホームページにおいて紹介

しているというところでございます。 

  また、オンライン・フォーラムでの紹介に向けて、実装・ＡＩワーキンググループにおい

て、先進的な取組をしている認証事業者からＯＤＲのデザインや隘路についてヒアリングを

実施したというところがございます。 

  さらに、前回会議で報告いたしましたが、認証事業者が独自にシステム開発する場合のセ

キュリティ上の課題への対応といたしまして、実装・ＡＩワーキンググループにおきまして、

認証事業者に望まれるセキュリティ基準というものの案を策定いたしました。この基準につ

きましては、本日の会議で御了承いただけるようでしたら、既存の認証事業者や、新たに今

後認証取得を希望する事業者に対してお伝えして、ＯＤＲの安全な社会実装に向けた指針と

して活用するということを予定しておりますし、その遵守状況についても法務省の方で注視

してまいるということを予定しております。 

  後ほど、このセキュリティ基準についてはワーキンググループの方からも御説明いただき

まして、その後、お諮りさせていただくということを予定しております。 

  そのほかですけれども、認証ＡＤＲ事業者からの依頼を受けまして、法務省の担当者が事

業者の主催する研修の場での講演を行うということも行いましたし、事業者との接点を通じ

たＯＤＲに関する情報発信にも取り組んだということがございます。 

  また、本年２月２５日に開催された日本知的財産仲裁センター主催のシンポジウムにおき

ましても、私の方で「ＯＤＲ推進に向けた法務省の取組」と題する基調講演を行ったという

ところでございます。 

  続きまして、次の取組事項ですけれども、認証ＡＤＲなど民間ＡＤＲに限定することなく

ＯＤＲの社会実装を進めるための周知活動を推進というところで、まず、かいけつサポート

ホームページの「ＯＤＲの推進」ページについて説明させていただきます。 
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  前回会議で御報告したとおり、第７回会議で御報告した資料やＯＤＲ紹介動画のコンテン

ツについて「ＯＤＲの推進」のページに掲載しましたほか、金沢市の取組についても紹介し

たというところでございます。オンライン・フォーラムで使用したＡＤＲ・ＯＤＲについて

の法務省の説明資料についても、先ほど申し上げたとおりこちらに掲示しております。引き

続き、「ＯＤＲの推進」ページがＯＤＲに関する情報発信の中心的な役割を果たすよう、掲

載内容の充実を図っていくということを予定しております。 

  続きまして、オンライン・フォーラムにつきましてですけれども、こちらは、先ほどから

御紹介させていただいているとおり、ＯＤＲの多様なデザインなどの情報発信をしたという

ところでございます。 

  知的財産分野におけるＯＤＲの推進につきましても、先ほど申し上げたシンポジウムにお

きまして、ＯＤＲに関する講演を行ってきたというところでございます。 

  かいけつサポートのホームページの閲覧状況について御報告差し上げようと思います。 

  こちら、前回会議で令和６年８月から令和７年７月までの閲覧状況について御報告を差し

上げましたというところですが、今回は、令和７年８月から令和８年１月までの閲覧状況を

こちらにまとめております。 

  こちらの資料ですけれども、インターネット広告経由のアクセスは反映しないということ

になっております。例年１２月頃にインターネット広告を出しているんですけれども、それ

を見て入ってきた人をカウントしていないという形のグラフになっております。 

  トップページのビジット、ページビューの推移を見ますと、１２月のＡＤＲ週間に向けて

徐々にアクセス数が伸びているという形でございまして、前年の同時期と比べてもアクセス

数が増加しているということが分かります。１１月上旬にこども家庭庁を通じて全国の自治

体にオンライン・フォーラムへの参加を呼びかけておりますので、そこで関心を持っていた

だいた方がホームページにアクセスいただいたという可能性が高いかなというところで分析

しているところです。１２月はオンライン・フォーラム当日のビジット及びページビューが

特に多かったという結果になっております。 

  「ＯＤＲの推進」のページも、トップページと同様の傾向が見られますけれども、特に１

２月のビジット及びページビューが例年よりも多くなっているというところでございます。

こちら、オンライン・フォーラムの参加者から、ＯＤＲに関する法務省の説明資料の提供希

望が多かったというところで、１２月の中旬に「ＯＤＲの推進」ページに資料を掲載し、そ

の旨を周知したというところが影響しているものと考えております。 

  今後も継続的なモニタリングと長期的なデータ分析というのを行いまして、ＯＤＲ推進会

議及び周知・広報ワーキンググループにおける議論も踏まえて、多くの利用者にホームペー

ジを閲覧していただけますよう改善に取り組むということで考えております。 

  続きまして、認証ＡＤＲの利用件数、取扱件数について御報告差し上げます。 

  認証事業者が取り扱う紛争の受理件数ですけれども、長らく１，０００件程度で推移して

いたところですけれども、令和５年に初めて２，５００件を超えまして、令和６年度には１

万６，７８０件と記録的な増加を見せているというところでございます。御承知のとおり、

チャット型ＯＤＲを実施する事業者の利用が飛躍的に伸びたことが影響しているところでご

ざいます。手続が終了した既済件数は１万２０７件となっておりまして、残りのこの１万６，

７８０件との差というものは、次年度へ繰り越される案件という形になっております。既済
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件数の、この１万２０７件という中には、この下に書いてある「和解成立」、「成立見込み

なし」、「取下げ又は離脱」、「相手方不応諾」、あとは「その他」、こちらが含まれてい

るという形になります。 

  この資料上、既済件数のところに、うちＯＤＲ実施件数というものを括弧書きで記載させ

ていただいておりまして、令和６年度は５，９２４件という形になっております。こちらの

数字ですけれども、これは、この統計の数値とはまた別の、各事業者から法務省が事業報告

書というものを頂いておりまして、その年度ごとの事業報告書の中でＯＤＲを実施したとい

うところに記載のあった件数を合計したものが、この５，９２４件という形で出てきた数字

になります。 

  ５，９２４件という数字が、この表でいうと、どこの分類に入っているもののうちの数字

なのかというところを御説明差し上げると、既済件数のうち、「和解成立」と「成立見込み

なし」、「取下げ又は離脱」、「その他」という、この４つの項目の合計数の中の５，９２

４件がＯＤＲを実施したという形になっておりまして、「相手方不応諾」というのは、結局

ＡＤＲ・ＯＤＲ手続が始まる前に手続が終了しているという整理をしておりまして、それは

ＯＤＲを実施していないという形で法務省としてはカウントしているというところになって

おります。 

  なお、ＯＤＲに対応する認証事業者数というところですけれども、令和８年１月時点で７

６事業者、全体からしますと約４４％というところまで拡大しているという状況でございま

す。 

  では、続きまして、ＯＤＲの活用可能性のあるところに必要な情報を届けるための取組で

すけれども、こちらについては、他省庁、その他機関との協議を行ったというところでござ

います。 

  法務省では、認証ＡＤＲに限定せず、ＯＤＲの実装可能性のある関係機関に対して積極的

な働きかけを行うということをしております。 

  デジタルプラットフォーム事業者の苦情処理につきましては、前回会議で御報告いたしま

したとおり、公表資料からの情報収集を行っているところですけれども、経済産業省におき

まして、デジタルプラットフォームの透明性・公正性に関する評価書の最新版というものが

公表されておりますので、この公表内容も踏まえつつ、苦情処理体制の整備状況や、その運

用状況、内容面についても、引き続きその状況の把握に努めてまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

  ＯＤＲの普及に向けまして、どのような分野に働きかけを行うことが効果的であるのかと

いうところは、法務省において引き続き検討していくということを予定しております。 

  続きまして、基本方針に掲げられたＯＤＲ推進施策の令和７年度までの実績というところ

で、進捗のあったものを個別に紹介させていただくということにいたします。 

  中期目標分につきましては、こちらの⑳世界最先端のＯＤＲ技術の調査研究について、オ

ーストラリアで離婚協議の際に利用されるＯＤＲプラットフォーム「ａｍｉｃａ」に関する

調査研究を行うための準備というものを進めているというところでございます。 

  また、㉓のＯＤＲ規格の標準化等の議論への参画につきましては、これまでもＩＳＯ規格

の設計の議論にオブザーバーとして参加してまいりましたが、令和７年３月に発行されたＩ

ＳＯ規格（ＩＳＯ３２１２２）のＪＩＳ化に関する議論にも、引き続きオブザーバーとして
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参加しているというところでございます。 

  あと、㉕番になりますが、民事判決情報のデータベース化につきましては、こちらは昨年

法律が成立いたしまして、令和９年の全面施行に向けて法務省の方で準備を進めているとい

うところでございます。直近の動きといたしましては、本年１月２７日に民事裁判情報管理

提供業務を適正かつ確実に行うための指定法人というものの公募を行ったというところでご

ざいます。こちらの公募の期間の締切りがちょうど先週でございまして、今、応募があった

指定法人の審査を進めているというところになっております。 

  ＯＤＲの利用促進と社会実装、この実現に向けて、今後も法務省として取組を進めてまい

るという形で考えております。 

  法務省からの御報告、以上になります。 

○垣内座長 どうもありがとうございました。 

  それでは、続きまして、周知・広報ワーキンググループからの御報告をお願いいたします。 

  ワーキンググループを代表して、鯉渕健メンバーから報告をお願いいたします。 

○鯉渕メンバー 周知・広報ワーキンググループの鯉渕と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

  周知・広報ワーキンググループでは、今年度はこれまでに計９回の会議を開催いたしまし

た。主な議論のテーマについては資料２に記載のとおりですが、本日は、その議論の内容及

び結果について御報告をいたします。 

  まず初めに、地域フォーラムについてです。 

  ワーキンググループにおいては、従前から地域フォーラムの在り方について検討すべきと

の意見が出ていたことを踏まえまして、今年度の開催方法やプログラムについて議論をいた

しました。 

  プログラムの内容は、法務省の提案を受けまして、自治体担当者向けにＡＤＲ・ＯＤＲの

概要を説明した上で、自治体と認証ＡＤＲ事業者の連携事例として、金沢市における養育費

確保サポート事業を紹介することといたしました。 

  実施方法については、従来は参加者を特定の地域に限定して主に対面で開催する形として

おりましたが、先ほど述べたプログラム内容に鑑みますと、参加者を特定の地域に限定する

のではなく、オンラインで広く募って実施するのがよいのではないかとの意見がありました。

また、従来は、毎年１２月１日に開催するオンライン・フォーラムに先立ちまして地域フォ

ーラムを実施しておりましたが、プログラム内容や実施方法に鑑みても、オンライン・フォ

ーラムと別途に開催する必要はないのではないかとの意見がありました。そこで、今年度に

おいては、オンライン・フォーラムと一本化してオンラインで実施をするということといた

しました。 

  次に、家事事件を取り扱う認証事業者へのヒアリングについてです。 

  改正民法の施行を見据え、家事事件を取り扱う認証事業者をワーキンググループにお招き

してヒアリングを実施いたしました。 

  ヒアリングでは、共同親権導入後のＡＤＲの見通しや、民間ＡＤＲのアピールポイント等

について聴取をいたしました。 

  事業者からは、共同親権導入後のＡＤＲの見通しについて、「共同親権導入をきっかけに

ＡＤＲを知るケースが増え、相談も増加する可能性がある」ですとか、「家裁の調停では対
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応できない日常の細かなルール決めなどで、家裁のアフターフォローができる」といった意

見があった一方で、「法律が変わっても国民の意識がすぐに変わるわけではないので、すぐ

には共同親権にする人の割合がそれほど増えないと想定している」といった意見もあるなど、

様々な見通しが示されたところです。 

  また、民間ＡＤＲのアピールポイントについては、「当事者の実情に応じて、時間や話合

いの仕方を柔軟に調整できるなど利便性がある」ですとか、「土日・夜間対応のニーズは非

常に高く、裁判所と差別化できるのがポイントである」、「費用はかかるが質の高い調停人

にじっくり話を聞いてもらえるという納得感が重要である」といった意見が出されました。 

  さらに、周知・広報の観点からは、「『離婚』等のキーワードで検索した際にＡＤＲ機関

が上位に表示されるようなＳＥＯ対策が重要である」、「自治体の窓口担当者の理解促進が

必要である」といった具体的な提案もなされたところです。 

  続いて、「民間ＡＤＲ」広報資料についてです。 

  先ほど御報告した家事事業者へのヒアリングの際に聴取した内容を基に、紛争当事者の方

に、弁護士会ＡＤＲと認証ＡＤＲを合わせた民間ＡＤＲを理解していただくための資料を作

成することとし、その記載内容等についてワーキンググループで議論をいたしました。 

  議論の中では、弁護士会ＡＤＲと認証ＡＤＲの微妙な違いもある中で、アピールポイント

をどのように記載するのが適切かについてワーキンググループから意見が出されました。 

  その議論の結果を踏まえ、法務省において作成いただいたのが、資料３の「家族のこと民

間ＡＤＲで話し合ってみませんか？」という資料になりまして、こちらはかいけつサポート

ホームページにおいて既に公表済みであると承知しております。 

  次に、オンライン・フォーラムについてです。 

  プログラムについては、前半で法務省からのＡＤＲ・ＯＤＲの説明、金沢市からの取組紹

介を行うこととし、後半では、法務省の提案を受け、今年度新たに認証を取得したＯＤＲ事

業者３社から、それぞれのＯＤＲのデザインについて御説明を頂き、意見交換を行うことと

いたしました。 

  議論の中では、金沢市の担当者に対しては、金沢市としてどのような事案をＡＤＲに適し

た事案と考えて相談者にＡＤＲを紹介しているのか、その際のＡＤＲの説明資料にどのよう

なものを用いているのかについてお話しいただくとよいのではないかといった意見が出され

ました。また、後半のＯＤＲのデザインの紹介のプログラムについては、自治体からの参加

者にとっても有益な内容とすべきとの観点から、事業者側からのアピールだけではなく、自

治体からどのような支援があると、よりＡＤＲ・ＯＤＲを広めていけるかといったことも事

業者からお話しいただくとよいのではないかといった意見が出されたところです。 

  フォーラム当日では、それぞれのプログラムの質疑応答の際に、そのような内容を盛り込

んでいただいたものと承知しております。 

  次に、家事事件を取り扱う認証ＡＤＲ事業者一覧表についてです。 

  自治体の相談窓口の担当者や相談を受けた弁護士などが、土日に利用したいですとか、対

面でじっくり話したいといったような相談者のニーズに合わせて、多様な民間ＡＤＲの中か

ら適切な事業者を紹介できるよう、比較検討が可能な一覧表を作成することについて法務省

から提案がなされ、その記載内容等についてワーキンググループで議論をいたしました。 

  議論の中では、一覧表の事業者名をクリックすると当該事業者の詳細情報にアクセスでき
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るようなリンク設定を行うべきとの意見や、利用者が各事業者を比較検討できるよう、費用

等のセンシティブな情報についても掲載するのがよいのではないかとの意見が出されました。

特に費用に関しては、各事業者の料金体系が異なり単純比較が難しいため、具体的な事例を

設定して、その事例を前提とした場合の費用を各事業者から回答していただく方法がよいの

ではないかといった意見があり、「離婚の合意ができている夫婦が、子供の養育費や親子交

流の条件決めを行う場合で、期日を２回開催し、合意書を作成する」という事例でかかる費

用を各事業者から回答していただくということといたしました。 

  この一覧表については、今後、かいけつサポートホームページにおいて公表されるものと

承知しております。 

  今年度の周知・広報ワーキンググループの主な議論の結果等についての御報告は以上とな

ります。ありがとうございました。 

○垣内座長 どうもありがとうございました。 

  それでは、続きまして、実装・ＡＩワーキンググループの報告をお願いいたします。 

  こちらは、ワーキンググループを代表しまして、森大樹メンバーから御報告をお願いいた

します。 

○森メンバー 森でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、実装・ＡＩワーキングでの議論について御報告をさせていただきます。 

  実装・ＡＩワーキンググループでは、今年度はこれまでに計８回の会議を開催いたしまし

た。主な議論のテーマについては資料２に記載のとおりですが、本日は、その議論の概要及

び結果について御報告いたします。 

  まず初めに、ＯＤＲを導入した認証事業者へのヒアリング実施について御説明いたします。 

  このヒアリング対象事業者の選定につきましては、ワーキンググループにおいて、例年１

２月に開催されているオンライン・フォーラムでの紹介を見据え、先進的な取組をしている

認証事業者から、ＯＤＲのデザインや実装に当たってのニーズ、隘路などについてヒアリン

グを実施することとし、本年度新たに認証を取得したＯＤＲ事業者３社を選定いたしました。 

  次に、今御説明した認証事業者３社をワーキンググループにお招きして実施したヒアリン

グの内容について御説明いたします。 

  各事業者からは、ＯＤＲの導入に関する隘路や課題として、「弁護士法との関係で認証取

得前の十分な市場調査が難しく、料金体系などが未確定な段階で認証を取得せざるを得ず、

認証取得後の新規事業の検証フェーズにおいて様々な変更手続が必要となり、その煩雑さが

参入障壁となり得る」ですとか、「ＯＤＲの認証審査において統一的なセキュリティ基準が

存在しないため、例えばマイクロソフトのＴｅａｍｓなどの既存ツールの利用に際しては政

府の厳格な安全基準への準拠が求められる一方で、自社開発システムについては具体的な安

全基準が示されていないといった、審査の厳格さに不均衡、いわゆるダブルスタンダードが

生じている」といった意見が出されました。これに加えて「ＡＤＲ・ＯＤＲ自体の認知度の

低さが課題である」との意見もありました。 

  また、システム開発コストについては、「必ずしも高額な費用がかかるわけではなく、例

えばＧｏｏｇｌｅフォームやＺｏｏｍなどの既存のツールを活用すれば初期費用を抑えたシ

ステムの構築も可能であり、それがボトルネックになることは必ずしもない」といった意見

も出されました。 
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  こうしたワーキンググループでのヒアリングを踏まえ、昨年１２月に開催されたオンライ

ン・フォーラムにおいて、３社から各社のＯＤＲデザインや実装に向けた課題等について広

く参加者に向けて御紹介いただいたことは、先ほど法務省及び周知・広報ワーキンググルー

プから報告があったとおりです。 

  続いて、認証事業者に望まれるセキュリティ基準の検討について説明いたします。 

  先ほど紹介したヒアリングにおいて事業者から指摘のあったセキュリティ基準に関する課

題、すなわち、自社開発システムについては具体的な安全基準が示されておらず、既存ツー

ルを利用する場合と比較するとダブルスタンダードになっているのではないかという問題意

識を踏まえ、ＯＤＲの安全な社会実装に向けた指針として活用するべく、ワーキンググルー

プにおいて、認証事業者に望まれるセキュリティ基準の在り方について議論を行いました。 

  議論の中では、「ＩＳＯ規格の取得など厳格な基準を一律に求めると、それが参入障壁と

なり得るため避けるべきである」との意見がある一方で、「利用者は法務省の認証を信頼し

て利用するため、ある程度厳格な基準が必要である」との意見も出されました。また、「政

府や関係機関が公表している既存のガイドラインを参照し、その遵守を求める方法が考えら

れる」とか、「最新のウイルス対策ソフトの使用やパスワード管理など、基本的事項につい

てはセルフチェックを求め、それすら満たさない事業者は認証しないという運用には合理性

がある」といった現実的な運用案についても議論がなされました。さらには、「ＯＤＲを行

うために特別なセキュリティが必要になるわけではなく、紛争案件を取り扱う以上、対面中

心の事業者であっても同様にセキュリティ対策は必要である点に留意すべきである」といっ

た指摘もなされたところです。 

  ワーキンググループとしては、これらの議論を踏まえ、認証事業者にとって過度な負担と

ならないよう配慮しつつ、利用者の信頼を確保するために最低限備えるべきセキュリティ基

準につき検討を重ねてまいりました。 

  今般作成されたセキュリティ基準の案について御説明いたします。ただいま画面共有され

ているものです。 

  こちらのセキュリティ基準案は、事業者の規模や実情に合わせた２段階の構想としており

ます。 

  まず、全事業者に強く望まれるラインとして、ＩＰＡ（独立行政法人情報処理推進機構）

が公表する「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」に準拠した対応を行うととも

に、同ガイドラインに基づく情報セキュリティ自社診断を年１回以上実施し、その結果を法

務省に報告することとしております。また、併せて、セキュリティアクション（二つ星）の

宣言を行うことを求めております。 

  次に、各事業者の実情に応じて推奨されるラインとして、より高度なセキュリティ対策が

可能な事業者に向けて、ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１などの国際規格や、プライバシーマーク、

ＩＳＭＡＰなどの第三者認証の取得を推奨することとしております。 

  なお、ＯＤＲに関する国際規格であるＩＳＯ３２１２２についても、セキュリティ確保の

参考となる旨を付記しております。 

  今年度の実装・ＡＩワーキンググループの主な議論の結果等についての御報告は以上とな

ります。 

○垣内座長 ありがとうございました。 
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  それでは、ここまで御説明いただきました、法務省、あるいは両ワーキンググループの取

組に関する報告につきまして、御質問、御意見などありましたらお願いいたします。 

  では、出井委員、お願いいたします。 

○出井委員 出井でございます。御報告ありがとうございます。 

  法務省からの御報告についてということになるかと思いますが、いろんな情報発信、精力

的になされているということは分かりますし、特に地域や自治体にウイングを広げていると

いうのは非常にいいことだというふうに思いました。その上で、いくつか個別の施策の実施

状況について、例示的にお伺いしたいと思います。 

  資料の１、法務省資料の２ページを開けていただけますか。今年度、それからおそらく次

年度以降も重要な課題になると思われる改正民法施行に向けた準備、取組のところですが、

認証ＡＤＲを中心とした民間ＡＤＲにおけるＯＤＲ推進の中の二つ目の項目、改正民法施行

に向けた準備のところです。 

  まず、御説明の中にもちらっとは出てきたのですが、この改正民法施行に向けた準備、こ

れは、家事法制、それからＡＤＲ全般についても裁判所の対応が大変なのですが、ＡＤＲ全

般の対応も求められるところであると思うのですが、本会議はＯＤＲ推進会議なので、この

ＡＤＲ全般の推進、あるいは改正民法施行に向けた準備のところとＯＤＲの推進の関係につ

いて、もう一度確認をしたいと思います。 

  参事官の御説明の中にちらっと出てきたのですが、土日・祝日にも対応してくれるとか、

オンラインでの調停もできるというところがＯＤＲ推進との関係になるかと思うのですが、

重要なところなので、今一度御説明を頂きたいと思います。 

  たしか周知・広報ワーキンググループの家事ＡＤＲ事業者のヒアリングの中にもちらっと

出てきたのですが、そこでも、鯉渕委員の説明の中でも、土日・祝日の対応も可能であると

いうのが売りの一つとして示されていたと思います。そのあたりでＯＤＲと関係してくると

いうことなのでしょうか。もちろん、この推進会議の初めの頃、もう４年前になりますが、

でも確認したように、裾野であるＡＤＲ全般の推進も重要な課題であるということではあり

ましたが、その中で、この家事の改正民法施行に向けた準備がＯＤＲの推進との関係でどう

いう関係にあるのかということを、もう一度御説明いただきたいと思います。それが１点で

す。 

  それから、細かな点で、該当する基本方針の具体策のところに書かれている家族法のとこ

ろは、②は分かったのですが、⑦と⑫について、たしかこれらは、９ページの実績では、⑦

紹介ルートの確立は、これは実施中、継続中ということでしたか。⑦は「継続中」、それか

ら⑫については「実施済み」とあるのですが、以前御説明を既に頂いているところだとは思

いますが、⑦、⑫についてどういう状況か、もう一度御説明いただければと思います。 

○垣内座長 ありがとうございます。 

  以上２点という御質問であったかと思いますけれども、１点目は、改正民法施行の準備と

ＯＤＲ推進との関係はどのように理解をされているのかということについての御確認、それ

から、２点目は、基本方針に掲げられた推進策のうち、⑦、これは相談機関等からＯＤＲ機

関への紹介ルートの確立、それから⑫、ＯＤＲ利用時の費用負担への対応というものについ

て、それぞれ「継続中」ないし「実施済み」とされているけれども、具体的にどのような状

況であるのかということですけれども、事務局からお答えいただけますでしょうか。 
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○甲元参事官 まず１点目につきまして、私の方から御説明させていただきます。 

  家事事件の紛争解決につきましては、やはり裁判所とＡＤＲみたいな形での違いみたいな

ものを考えたときに、例えば家事事件ですと、本人訴訟で家庭裁判所でやるという形でいえ

ば、費用負担でいうとやっぱり裁判所の方が安いみたいな形で、ＡＤＲの経済的なメリット

を打ち出すのがちょっと難しい。弁護士さんを頼まれた場合はＡＤＲの方が安いみたいな説

明が可能な場合もあるかなとは思うんですけれども、そういうところで考えていきますと、

家事事件の紛争解決手段としてのＡＤＲで考えていくと、裁判所との一番の違いが、先ほど

御説明させていただいたとおりオンラインでできて、土日でもできますよとか、夜間でもで

きますよとか、手続が裁判所と比べて圧倒的に柔軟で、早期に解決ができるような話であれ

ば、オンラインにおけるＡＤＲ、つまりＯＤＲを御利用いただくことが国民にとってプラス

になるという場面も多いんじゃないでしょうかというような形で、こちらの方では考えてお

ります。 

  家事事件につきましては、そういう意味でいいますと、ＡＤＲ推進と言いながらも、基本

的にはＯＤＲを推進していくという立場が前提になっていくことが多いのかなというのが、

我々の方で考えているところでございまして、ＡＤＲ全体の底上げを通じてＯＤＲもという

ところも考えてはおりますけれども、家事事件につきましては、先生御指摘のとおりＯＤＲ

をメインで打ち出して、こちらの解決が便利ではないでしょうかというところを国民の方に

周知していくということが大事かなというところで考えていたところでございます。 

  ２点目は矢川の方から説明させていただきます。 

○矢川部付 事務局の矢川でございます。 

  まず、⑦の紹介ルートの確立の関係でございますが、これは、例えばこども家庭庁さんを

通じまして、自治体にいろいろＡＤＲの情報を届けているところでございます。この自治体

というのは、正に紛争を抱えた方々からの御相談などをいただく立場と考えておりますので、

そういった取組になろうかと思います。そのための資料として、例えば民間ＡＤＲに関する

チラシを作りまして、それも御案内をしていると、こういったところでございます。 

  それから２点目、⑫の費用負担への対応の関係でございますが、これはこども家庭庁さん

が既に費用補助として実施しているものでございまして、特に養育費確保の観点で、弁護士

費用ですとか公正証書の作成費用、そういったものに費用補助をしていただいているんです

けれども、そのうちの一つにＡＤＲもございまして、そういう取組をこども家庭庁さんがさ

れておられるということについては、かいけつサポートホームページの方でも取り上げさせ

ていただいておりまして、費用補助のページに飛べるようにリンクを設定しているというと

ころでございます。 

  事務局からの説明は以上でございます。 

○出井委員 ありがとうございます。最後の費用のところは非常に重要な取組だと思いますの

で、是非継続をよろしくお願いいたします。 

  それで、参事官からの御説明によると、家事ではＡＤＲ・ＯＤＲと言いながら、やっぱり

ＯＤＲを売りにしていくという御説明がありました。確かに家事の当事者の場合は、代理人

が付いていればまた別なのでしょうが、本人の場合は対応できる時間に限りがあるとか、コ

ミュニケーションの方法にいろいろ選好があるとかということがあると思いますので、正に

ＯＤＲのニーズがそういうところで出てくるのであろうということは推測できます。 
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  １点だけ、そこでおっしゃっているＯＤＲというのは、先ほどの資料の２のチラシで「ウ

ェブ会議やチャット等のオンラインで手続が可能になる機関がある」とありました。ウェブ

会議でやることはおそらく、今は裁判所はかなりできていると思うのですが、土日とかそう

いうのはなかなか難しいですね。あと「チャット等のオンライン」は裁判所ではなかなか難

しいようには思うのですが、先ほどおっしゃっている、民間ではＯＤＲをという場合に、両

方を視野に入れておっしゃっているという理解でよろしいでしょうか。ウェブ会議だけでは

なく、チャット等のオンライン手続もということです。 

○垣内座長 その点、いかがでしょうか。 

○甲元参事官 この点ですけれども、私、この１２月まで裁判所にいたんですけれども、やは

り本人訴訟ですと、ウェブ会議をやっぱりあまり裁判所では使っておらず、本人確認が難し

いということで、基本的に来庁をお願いするという運用がまだ多いかと思います。その点は

やっぱり裁判所との違いで、便利で国民にとって利用しやすいという意味では、民間ＡＤＲ

はやはりある程度手続が柔軟という意味でいうと、ウェブ会議というのも一つ売りにはなっ

てくるかなというところと、あと、チャットでやり取りするというのも、やはり本人との間

では、ほとんど今、裁判所では進んでいない形だとは思いますので、そういうところも民間

のＯＤＲという形でやることは、やっぱり便利なのではないかというところで考えていると

いうところでございます。 

○垣内座長 ありがとうございます。 

  範囲としては、ウェブ会議、チャット等、いずれも含んだ形で考えておられて、かつウェ

ブ会議という点でも、裁判所と比べると民間の方が柔軟でメリットもあるのではないかとい

うお話でしたけれども、出井委員、よろしいでしょうか。 

  ありがとうございます。 

  では、続きまして渡邊委員、お願いいたします。 

○渡邊委員 渡邊です。本日は御説明をありがとうございました。様々な取組が着実に進んで

いることを感じました。 

  私の方からは３点質問をさせていただきたく思います。 

  まず一つ目ですが、先ほど資料１、ＯＤＲの推進に関する令和７年度の法務省の取組につ

いて御説明を頂きましたが、ページ５と６でホームページの閲覧状況を御案内いただきまし

た。これはページ全体の閲覧状況だと思うのですが、その前に、資料の２ページのところで、

ホームページの改修で新たなコンテンツが加えられたという御説明もしてくださいました。

個別のコンテンツの中で、アクセスが多いといいますか、見ておられる方の関心が高そうだ

なというような内容など、もしありましたら教えていただければと、これが一つ目の質問で

す。ページ５、６の内容ですね。何か際立って関心があるようなコンテンツとかが、もしお

気付きの点があれば教えていただければなと思います。これは可能な限りで構いません。 

  二つ目ですが、こちらも同じく資料の７ページで令和３年度以降の取扱い件数をお示しい

ただいたところですが、ＯＤＲの方に関して件数が伸びていて普及しているという御説明が

ございました。対面の従来型のＡＤＲの利用状況、こちらに何か変化があるのか、既存のＡ

ＤＲの利用状況について、もし何かお分かりのところがあれば、教えていただければと思い

ます。それが二つ目の質問です。 

  三つ目ですが、これは資料の１１ページ、ＯＤＲ事業への参入支援のところに関係するか



-14- 

もしれないのですが、オンライン・フォーラムでも先端的な事例を取り上げるということで、

昨年の１２月に事業者さんから御紹介等もありました。今は家事が中心で様々な取組が進ん

でいるところだと思いますが、最近、新規の認証ＡＤＲの申請といいますか、家事以外の紛

争領域でＯＤＲの利用を検討している事業者さんですとか、これも可能な範囲で構わないの

ですけれども、新たに参入しようとする事業者さんのニーズとかお分かりでしたら、教えて

いただけると助かります。 

  以上３点です。よろしくお願いいたします。 

○垣内座長 どうもありがとうございます。 

  ３点御質問いただいておりまして、ホームページの閲覧の状況に関する御質問と、ＡＤＲ、

従来型の取扱い件数に関する御質問、それから認証申請の状況について、新たにＯＤＲに関

する認証がどういう状況になっているのかというあたりですが、事務局からお答えいただけ

ますでしょうか。 

○矢川部付 事務局の矢川でございます。 

  まず１点目のホームページの閲覧状況の関係をお答えいたします。 

  モニタリングをしておりますと、一番多い出口ページといいますか、最後どのページを御

覧になられていたのかという観点で申し上げますと、最も御覧になられているのは各事業者

さんのページになります。おそらく利用者の方ではないかと思われますが、これから利用さ

れる方なのか、あるいは、もしかしたら申立てを受けて、相手方のお立場で、これはどうい

うところなんだろうとお調べになっているのかもしれませんが、事業者さんのページを御覧

になられているというところは非常に多いです。 

  それから、近年、家事関係のコンテンツを充実させてまいりました。例えば、家事事件を

取り扱う事業者の一覧といったページを特設しておりますけれども、こういったページもそ

れなりに御覧いただいている状況でございまして、家事に対する関心の高さというのが出て

いるのかなというふうに思います。これがまずホームページの閲覧数の関係でございます。 

○甲元参事官 ２番目の取扱件数で、従来型のＡＤＲの利用状況についてですけれども、最近

取扱件数が伸びている原因として、チャット型ＯＤＲを実施する機関が件数を伸ばしている

ところがございまして、それ以外の機関では、結局あまり取扱件数が伸びていないという現

状がございます。先ほど先生の方から御指摘のあった従来型のＡＤＲという、それだけの統

計は取っていないんですが、基本的にはやはりあまり活発ではないのではないかと考えてい

るところでございます。 

  最後に、認証ＡＤＲの最近の申請状況ですけれども、令和７年度に認証申請が多かったの

は、やはり家事関係に関する紛争をやりたいというところの事業者からの申請が多かったの

と、あと、それ以外の点では、法律事務所や法律事務所の関連企業からの申請や事前相談の

問合せが多かったというところがございます。紛争類型でいえば家事関係が多くて、業態と

か、どういう業種の方が申請してくるかというと、法律事務所関係、弁護士さんの関係が多

いというところになっております。分野別でいうと、家事関係以外で特に特色は今のところ

はなさそうという感じではあります。 

  以上です。 

○垣内座長 ありがとうございます。 

  渡邊委員、よろしいでしょうか。 
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○渡邊委員 ありがとうございました。御回答いただきまして大変参考になりました。ありが

とうございます。 

  以上です。 

○垣内座長 ありがとうございます。 

  それでは、続きまして佐成委員、お願いいたします。 

○佐成委員 御説明ありがとうございました。私の質問というか発言は、もともとは出井委員

の発言に関連して、発言しようと思ったものですので、まずその点について。 

  ＯＤＲとＡＤＲの推進に関連して、チラシが先ほど出てまいりましたけれども、資料３で

ございますか。それで、土日でできるという話とか、あるいはチャットでできるというとこ

ろがアピールポイントとなっていると。今、甲元さんがおっしゃっていたウェブ会議につい

ても、これは裁判所ではなかなかできていない。リアルでやることが多く、ここはアピール

ポイントになるということで、これも非常によく分かったんですけれども、さらにもう一つ

言えば、やはりメールとか資料の出し方というんですか、書証等を出したりするというのが

オンラインでできるかどうかというところは、裁判所の手続なんかだと、やはりまだいろい

ろ制約があるんではないかと。通常、紙の書類を提出することが多く、いたずらに膨大なも

のになりやすいですよね。それから、あるいはＬＩＮＥで何かやり取りがあったとか、そう

いった過去の経過を全部プリントアウトして出すとか、書証として出すなんていうのは非常

に非効率でございますけれども、あるいは、約款が関連する場面で、約款みたいな膨大なも

のを出したりするとか、そういう意味で、書証をオンラインでやり取りできるというのは大

きなアピールポイントかと。特に先ほどの事業者の一覧にはメールが可と書いてありました

けれども、そのあたりもやはりアピールポイントになるんではないかなというふうに感じた

ものですから、そのあたりについて、ワーキングの皆さんの御意見でこういうふうになった

ということでございますけれども、そのあたり、どういうふうになっているのかというのを、

まず教えていただきたいというのが１点でございます。 

  あと、もう１点はセキュリティに関する話なので、それはまた別でお伺いしたいと思いま

す。 

○垣内座長 それでは一旦、今御質問がありましたアピールポイントの関係等について、これ

は、まず法務省からということでよろしいでしょうか。 

○矢川部付 ありがとうございます。事務局の矢川からお答えさせていただきます。 

  資料３の記載の中の、ウェブ会議やチャット等のオンラインで手続が可能な機関があると

いうところに、本来的にはそこも読み込んでいるところではございまして、なかなか文字数

の関係で、細かく全てをちょっと書き切れておらず、確かに大事なアピールポイントだなと

今お伺いしていて思いましたけれども、ちょっとそこまで細かく特出しで書けていないとこ

ろですが、このオンラインでの手続が可能だというところの中に、そのあたりも読み込んだ

形で記載させていただいているという趣旨でございます。 

○佐成委員 分かりました。文字数の関係ということで分かりましたけれども、そこも重要な

アピールポイントだというふうに、特に手続をやる側からすると、あるいは弁護士として、

代理人として付く場合なんかもなおさらなんですけれども、その辺はアピールになりますの

で、是非またアピールしていただければと思います。 

  それで、次なんですけれど、もう１点だけ。これはセキュリティに関する話でございます
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けれども、セキュリティに関するガイドラインについて基準を作っていただいたということ

で、この資料４ですね。これについては私も全く異存はございません。これ、非常に参入障

壁の問題とのバランスということを考えて、こういうような形を取られたということは、私

も問題はないというふうに思っていますし、これで進めていくのがいいんだと思うんですけ

れども、１点だけちょっと気になるところというのは、入口のセキュリティというか、参入

するときのセキュリティは厳格にしないという反面、万一起こったとき、事故対応について

は、やはり迅速に何か対応していかなくちゃいけないというところがあると思うんですけれ

ども、その事故対応についてのまず第一歩をどうやるのかとか、法務省さんに管轄のところ

に報告するのか、どういうふうな形で進めるのかみたいなところが、参入の部分を非常に低

く、参入障壁を低くするということであれば、やはり万が一のことというのは実際起こるわ

けで、どんなにセキュリティをきっちりやろうとしても、セキュリティの担当者を雇うとか、

システムを頑強なものにするとか、そういうことをしたとしても、やはり発生してしまいま

すから、事故対応については迅速に、少なくともこういうことをやりますとかいうようなこ

とがやはり何かあった方がいいんではないかなというのが私の意見なんですけれども、その

点についてはいかがでしょうか。 

  以上でございます。 

○垣内座長 ありがとうございます。 

  セキュリティについて、何か事故というか、インシデントがあった場合の事故対応につい

ても考える必要があるけれども、その点についての法務省の見解はどうかということかと思

いますが、法務省からお答えいただけますでしょうか。 

○甲元参事官 貴重な御指摘ありがとうございます。その点につきましては、今後しっかり検

討していかないといけないと思っておりますので、今の御指摘を踏まえて、どういう形でそ

ちらを盛り込んでいくかというのを検討させていただきたいと思います。ありがとうござい

ました。 

○垣内座長 ありがとうございます。 

  それでは、続いて上田委員、お願いできますでしょうか。 

○上田委員 ありがとうございます。 

  詳細な御説明ありがとうございます。感想と抽象的な要望と、その後は少し御質問させて

いただきたいと思います。 

  感想としまして、今年度のＯＤＲ推進は、頂いた資料から見ると、一つ新たな段階に入る

ことができたのではないかなと私は考えております。この間の法務省の皆様、それからワー

キンググループの皆様の御尽力が結実したものではないかと理解しておりまして、まずはこ

の点、厚く御礼申し上げます。 

まず、今年度のオンライン・フォーラムは、ＯＤＲというものがあるとかないとか、そう

いう次元ではなくて、具体的な紛争類型におけるＯＤＲ主催者の取組や工夫、課題などにつ

いて、より精度の高い議論がなされたと理解しております。 

  それから、ＯＤＲの処理件数も、資料１にお出しいただきましたけれども、全体として見

れば１桁上の水準に達していると。特定のＯＤＲ事業者の貢献が大きいという御説明を頂き

ましたけれども、需要と合致したサービスが実装されればＯＤＲが活用される余地がまだま

だ大きいという推測も成り立つのかなと考えます。 
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  それから、もう１点感想として、かいけつサポートのホームページも非常に見やすいウェ

ブサイトになったと。これもアクセスという点で非常によいことではないかと考えておりま

す。 

  次は抽象的な要望なんですけれども、かいけつサポートホームページについて、どこをど

う変えてほしいということではないんですが、今後、かいけつサポートホームページへのア

クセスが増えていくと考えますと、ウェブサイトを見る人には、例えばＯＤＲサービスのプ

ロバイダ、あるいはその認証を取ろうとする人、ＯＤＲプロバイダからＯＤＲサービスを導

入しようとするＡＤＲ機関、今回の地方自治体なんかもそうかもしれませんけれどもＯＤＲ

サービスへ紛争当事者を誘導しようとする団体や組織、それから、実際にＯＤＲの利用を考

える紛争当事者など、情報ニーズが異なる複数のアクターが含まれるように思います。閲覧

状況のページビュー数も、その属性に応じて数が変わったりするのかなと考えますので、引

き続き、それぞれのアクターにとって利用しやすい、求める情報にアクセスしやすいウェブ

サイトを目指していただければというふうに考えております。 

  最後に質問として、資料１の７ページにつきまして少し教えていただきたいことがござい

ます。事業者数と記載件数は、うちＯＤＲというのがございますけれども、受理件数につき

ましては、先ほどの渡邊委員の御質問に対するの御回答からしますと、１万６，７８０件中、

大体１万５，０００件がＯＤＲの受理件数としてカウントできて、そう考えると、そのうち、

既済が下にあります５，９２４件、あとは未済というような理解でよろしいかというのがま

ず一つです。 

  それからもう１点は、不応諾の数や割合につき、まだ状態は非常に流動的だと思いますけ

れども、他の数字との関係、それから過去の年度との関係で見れば、相対的に不応諾の割合

が低下しているようにも見え、数字からしますと、ＯＤＲにおける不応諾が減少しているの

ではないかという推測も成り立ちそうですけれども、このあたりの状況や、その原因につき

まして、もしお分かりのところがあれば教えていただきたいと考えております。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○垣内座長 どうもありがとうございます。 

  最後の御質問は取扱い件数ですね。一つは受理件数１万６，７８０件の内訳についての御

質問ということになるかと思いますけれども、それから、不応諾の件数の動向についての御

質問もあったかと思います。こちら、法務省からお答えを頂けますでしょうか。 

○甲元参事官 御質問ありがとうございます。 

  まず受理件数ですけれども、受理の段階では、先ほども申し上げたとおり、相手方が応諾

するかどうかが分からないというところで、受理段階でＯＤＲかどうかみたいな形での統計

は、ちょっとこちらでは取れていないと。実際に相手方が応諾して、何らかの手続が済んだ、

その手続がオンラインとかを使っているかどうかでＯＤＲかどうかを決めているというとこ

ろになっておりまして、その理解を前提に、先ほど委員の方から御指摘いただいたとおり、

ほとんどがチャット型ＯＤＲを実施する機関の件数で、令和６年で申し上げますと１万５，

８００件ぐらいになっておりまして、これがＯＤＲの申立てとして位置付けられます。相手

が不応諾であったとしても、ＯＤＲを一応念頭に置いた受理だったということです。 

  あと、この「相手方不応諾」の割合が減っているんではないかというところですけれども、

先ほど申し上げたとおり、受理件数の大半がチャット型ＯＤＲを実施する機関になっており
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まして、これらの事業者における不応諾率が全体の統計にかなり大きなインパクトを与えて

いるという状況でございます。 

○垣内座長 ありがとうございます。よろしいですか。 

  そうしましたら、次、挙手されているのは、これは保木口委員でしょうか。 

○保木口委員 ありがとうございます。国民生活センターの保木口でございます。 

  私も感想と、小さなお願い、そして質問を一つさせてください。 

  感想としましては、私も上田先生と同じように、今の取扱件数からもホームページの充実

度からも、本当にこの取組の進展、浸透を実感しているところでございます。やはり法の改

正から事業者支援、そして活用に向けた周知と三位一体で、ワーキンググループの先生方を

はじめみなさまが精力的に取り組んでいただいている成果だと感じております。 

  先ほどの御説明の中にも、こども家庭庁さんでも自治体に向けての周知に取り組んでおら

れて、そちらからも関心を示されているということでしたが、通常、私なんかも含めて公的

なところですと、相談があったときに具体的な事業者を紹介するというのはやや難しい面も

あるんですが、今回お示しいただきましたホームページ、あるいはこの「事業者一覧」は大

変充実しておりますので、そちらを紹介することでつなぐことができると感じました。利用

しようと思っている方が見れば、事例も豊富にございますので、自分で利用したい事業者を

選べるようになってきたなと思いました。 

  その上で小さなお願いです。今回資料として御説明はなかったんですが、『かいけつサポ

ート』というパンフレットについてです。こちらも大変よくできておりまして、表の中に

「ＯＤＲ対応」、「特定和解」二つの項目もあり、ＯＤＲについては、本文中に単語の意味

を分かりやすく説明していただいているんですが、特定和解については表の中にいきなりポ

ンと単語が出てくる。せっかくのポイントの一つでもありますので、短くてもどこかに単語

の説明を入れてほしいというお願いです。実は、内容としてはちゃんと最初のページに記載

があるんですよね。ですので、例えばその部分に、（特定和解）というような形で単語とし

てもわかるよう少し補足していただけるといいなと思った次第です。今日お示しいただきま

した家事事件を扱うＡＤＲ事業者一覧の中には、特定和解についての小さな説明も入れてい

ただいており、この分野に詳しくない人にとっても分かりやすい資料になっていたのであり

がたいと思いました。こちらのパンフレットも、もし次に増刷するようなことがありました

ら、ほんの少し補足していただけると、なお優しいかなと感じたところでございます。 

  そして、あともう一つは単純に質問させてください。資料１の中で、２５番目にある民事

判決情報のデータベース化、こちらについて少し御説明いただいたのです。実際に利用でき

るようになる時期ですとか、どんな事案が載るのか。利用に関しては誰でも無料で利用でき

るのか、このあたりをお伺いできますでしょうか。 

○垣内座長 ありがとうございます。 

  民事判決情報データベースについて、この稼働時期であるとか、どういった形で、どうい

う範囲で利用できるのかという点についてお尋ねがありましたけれども、法務省の方からお

答えをお願いできますでしょうか。 

○甲元参事官 ありがとうございます。 

  民事判決情報のデータベース化につきましては、まず時期ですけれども、これはまだ確実

な全面施行の時期は決まっておりませんで、ただ、遅くとも来年の５月の終わり頃までに施
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行しないといけないということが決まっておりますので、来年の５月末、５月二十何日かだ

ったと思うんですけれども、それまでには全面施行という形でこのシステムが動き始めると

いう形になります。 

  システムとしまして全体像を申し上げますと、裁判所の方から、先ほどちょっと御説明差

し上げた指定法人というところに判決のデータをお渡しして、その指定法人が仮名処理とい

うものを行いまして、つまり、具体的な個人情報をいっぱい書いてあるものですから、それ

を仮名処理します。その仮名処理をしたものを利用者に提供するということなんですけれど

も、その次、そこで想定されている利用者というのが、基本的には判決例とかのデータベー

スとかを作っている事業者さんに対してのデータの提供を予定しておりまして、そこは無償

ではなくて、その仮名処理をするために結構な処理の費用がかかりますので、ＡＩを使った

り、人手でもちろんチェックしますという形がありますので、それなりの費用がかかります。

その費用を利用者さんの方から有料でもらいますという形になっていまして、そこの次の利

用者がどういう事業者が今いるかというと、まだそこは分からないという状態なんですが、

そこに有料で提供するということが、一応今のシステムとしては考えられているというとこ

ろになります。 

  我々一般市民がデータ化された判決に接するためには、その指定法人から提供された、仮

名処理されたデータが提供された次の利用者の、その人が提供するサービスを利用していく

とか、さらにそこからもう一個、一段階あるかもしれませんけれども、そんな形で国民の方

には流れていくという、そういう仕組みになっております。 

  ですので、引き続き裁判所のホームページとかで、重要な裁判例については裁判所の方の

仮名処理をしたものを提供するというのは引き続きやってもらうということも前提としてあ

りまして、重要な裁判例は、国民側からすれば裁判所のホームページとかで見ていくと。今

後は、今年の５月から全面的に裁判手続が電子化されまして、この申立て、訴えの提起の訴

状から電子化されたものについて電子化された判決が出るという形になりまして、電子化さ

れた判決は全て、この指定法人に流れていく、情報提供されるという形の仕組みになります

ので、重要じゃなくても全て提供されるという形になるんですが、その提供された情報が全

て無料で市民が手に入るかどうかというと、そこはサービスの組み方次第になっていますの

で、今のところはちょっと法務省としては把握しておりませんし、それは業者のやり方次第

かなみたいなところになっておるという形でございます。 

  提供される判決は、今申し上げたとおり、裁判手続のデジタル化が全面施行される今年の

５月から申立てが電子化されますので、訴状が電子化されて、そこで電子化された判決が出

たものに限られておりますので、今継続している紙でやっているものについては、この提供

される判決には含まれないと。今、紙でやっている裁判について紙で判決することになりま

すので、それは提供されないという形になりまして、そうすると、おそらく今、一審の手続

が、普通に争いのあるものですと１年から２年で一審判決が出ますので、そうすると、今年

の５月に始まって、大体争いのない時期を除いて、ちょっと争いがあって、ちゃんとした対

席判決みたいなものが１年後ぐらいからだんだん出始めて、それが指定法人の方に流れてい

き公開されていくという、そんなことが今想定されている仕組みになっております。 

  ちょっと、口頭で申し上げたので分かりにくかったですかね。何かポンチ絵とかがあった

方が本当はよかったのかもしれないんですが、そういうところでございます。 
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○保木口委員 分かりました。そういう流れの中の提供ということなんですね。ありがとうご

ざいました。 

○垣内座長 ありがとうございます。 

  それでは、田中委員、お願いできますでしょうか。 

○田中委員 ありがとうございます。田中です。 

  まず、令和７年度のウェブサイトの充実、フォーラムの内容の濃さ、いずれにつきまして

も法務省の御担当の方々及びワーキングの先生方の御尽力の成果であろうとの感想を持って

おります。 

  続きまして、２点に関する質問をさせてください。 

  まず、資料の１、７ページの解決事件数の中で、特定和解が１８０件成立しているという

ことです。特定和解は認証ＡＤＲの売りの一つだと考えておりますが、これについて事件類

型を教えていただきたいということ。あと、執行決定や強制執行など、その後のフォローに

ついて調査の御予定があるのかを教えていただきたいというのが、１点目。 

  続きまして、質問の２点目、資料の４、セキュリティの基準について。内容については私

も異論はございません。セキュリティの基準に応える事業者の側では、「二つ星の宣言」な

どウェブサイト等で自身のセキュリティ基準を公表することになると思いますが、これをＡ

ＤＲ利用者の側が容易に確認できるよう、かいけつサポートのウェブサイトで比較するなど

して公表する予定があるのかどうかを教えてください。 

○垣内座長 ありがとうございます。 

  特定和解に関する御質問とセキュリティ基準に関する御質問と、２点頂いておりますけれ

ども、それでは、法務省からお答えいただけますでしょうか。 

○矢川部付 事務局の矢川でございます。 

  まず１点目の特定和解の事件類型のところでございますが、この点については、申し訳ご

ざいません、その紛争が具体的に何なのかというところの統計、御報告は頂いていないとこ

ろでございまして、ある事業者さんから何件やったかという形での御報告を頂いているとい

う状況でございます。 

  現状で申し上げますと、この１８０件のうち、１６０件程度が特定の事業者さんからとい

うところになりますので、その事業者さん次第なんですが、その事業者さんも複数の事件類

型を扱っておられますので、この類型というのが現状ではお答えが難しいというところでご

ざいます。 

  それから２点目、セキュリティ基準の関係、この対応状況について、利用者・一般の方々

が対応状況を確認できた方がよいのではないかというところについてですが、確かに、今後

の検討課題としてあった方がよいのではないかという御意見も頂いているところでございま

して、きちんと対応している事業者については対応しているということを、例えば法務省の

かいけつサポートホームページで出していくといったことも、今後の検討課題かなというふ

うに考えております。 

○垣内座長 １点目の御質問の中で、特定和解に基づく強制執行とか、その後の和解後の展開

について何かフォローをされているのか、されるお考えがあるのかということもあったかと

思いますけれども、その点はいかがでしょうか。 

○甲元参事官 私の方からお答えさせていただきますが、その後のフォローというのは、現状
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ちょっとやっておりませんという形になっておりまして、そこまでをフォローしていくのが、

今のところ監督権限の中でできるのかというところが、こちらではまだ検討できておりませ

んので、今日御指摘いただいたところを踏まえて、必要があってやった方が今後の施策とか

に生きるかなみたいなところがありましたら、こちらの方でできるかどうかも含めて検討し

たいと考えております。これから検討させていただきます。ありがとうございました。 

○垣内座長 ありがとうございます。 

  田中委員、よろしいでしょうか。 

○田中委員 はい。ありがとうございます。 

○垣内座長 では、山田委員、お願いいたします。 

○山田委員 ありがとうございます。私も感想としては、本当に次元が異なってきてくださっ

たなというふうに、大変ありがたく思っております。 

  手短に２点だけ質問させてください。 

  一つは今のセキュリティの関係なんですけれども、これ、質問というよりお願い事なんで

すが、他省庁への横展開というのはどういうふうに御予定かということをお伺いしたいと思

います。 

  行政型ＡＤＲ、それから金融ＡＤＲといったところも、非常にこのあたり、関心があると

ころで、法務省さんとしては、法務省傘下のみならず一般にＯＤＲを勧めるということの関

係で、どのような横展開をなさるおつもりなのかということが１点です。 

  それからもう１点は、冒頭お話しいただきました金沢市の取組、すばらしいと思うんです

けれども、それとの関係で、先ほどの出井委員とのやり取りで、一般にはＡＤＲの活用の、

言わばトリクルダウンとしてＯＤＲの活用を推進していく。しかし、共同親権に関しては、

いきなりＯＤＲ推進というルートも考えられるというお話だったかと思うんですけれども、

そこにおけるルートですが、その入口段階として、情報収集の在り方ですとか、あるいは相

談等の連携の在り方ですとか、そういった点がＡＤＲ経由のものと、それからＯＤＲにいき

なり推進を持っていくというところでは異なってくるというふうに考えておられるかどうか、

教えていただければと思います。 

○垣内座長 ありがとうございます。 

  セキュリティ基準について、他省庁の関係のＡＤＲ等への横展開についてどうお考えかと

いうことと、ＯＤＲと既存の従来型のＡＤＲとで、そこに至る経路について何か違うという

ことを想定しておられるのかということ、２点お尋ねがありましたけれども、法務省からお

答えをお願いいたします。 

○甲元参事官 質問ありがとうございました。 

  まず、行政ＡＤＲの方へのセキュリティ基準の横展開ということですけれども、こちらの

方は、法務省の方から今日お諮りさせていただいて、御了承を得られましたら情報提供を各

省庁の方にやっていくということはちょっと考えているところでございます。 

  あと２点目、ＡＤＲ・ＯＤＲ、連携の仕方とかの違いみたいなものを考えているかどうか

というところですけれども、これ、後ほどちょっと御説明差し上げようと思いますが、来年

度の取組といたしまして、これまでやってきた法務省と相談機関との連携ですとか、そうい

うことをやってきた結果、従前のＡＤＲ関係ではあまり、先ほど渡邊先生の方から御質問が

あって御紹介いたしましたが、ＡＤＲの事件数がそんなに伸びていないというところもあっ
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て、その辺のヒアリング調査とかをこれからちょっと考えておりまして、そこでＡＤＲ・Ｏ

ＤＲの違いとか振り分け方みたいなものについて、相談窓口の方からの事情とかもちょっと

伺って、そこで違いがあるようでしたら、それも踏まえて、こちらの方でどういうふうに振

り分けていくかみたいなところも含めて検討していこうかなと思っていまして、そのあたり

は来年度調査をして検討していきたいなと考えているところでございます。 

○垣内座長 ありがとうございます。 

  よろしいでしょうか。 

○山田委員 分かりました。来年度、是非よろしくお願いします。 

○矢川部付 事務局の矢川でございます。 

  先ほどの私の田中委員に対する御説明で少し不正確な点がありましたので、１点補足させ

てください。 

  特定和解の件数について、詳細な把握がないというところは先ほど御説明させていただい

たとおりなんですが、紛争類型は御報告を頂いておりまして、ただ、その内容がどういうふ

うなものかというところまでは、こちらでは把握ができていないというところでございます。 

  以上です。 

○垣内座長 補足の情報を頂きまして、どうもありがとうございます。 

  それでは、議事の４の各種報告事項の関係での質疑等は、一応以上ということにさせてい

ただきたいと思いますけれども、その中で、御説明、あるいは質疑の対象ともなっておりま

した資料４の認証事業者に望まれるセキュリティ基準についてですけれども、これについて

は今、対応を議論いただいたとおりですが、これにつきまして委員の皆様から御了解をいた

だくとともに、既存の認証事業者、あるいは新たに認証取得を希望する事業者に対して広く

伝達をしていくということについては、これは特段御異議はございませんでしょうか。 

  ありがとうございます。それでは、そのようなことで進めていただければと思います。 

  それでは、引き続き、議事の５の意見交換ですね。これは次年度のワーキング・グループ

のテーマ等についてということですので、意見交換に先立ちまして、まず事務局から次年度

のテーマ、検討事項等についての御説明をお願いいたします。 

○甲元参事官 それでは、法務省の方から、来年度の各ワーキンググループでの取組を予定し

ている点について、御説明させていただきます。時間の関係で、ちょっと簡単に御説明差し

上げるという形で御了承いただければと思います。 

  まず周知・広報ワーキンググループの取組案でございますけれども、１点目、ＡＤＲの利

用状況に関する調査になります。こちら、先ほども少しお話ししましたが、従前の想定され

ていたＡＤＲの使い方という形で申し上げると、あまり利用状況が伸びていないという形に

なっておりまして、その根本的な原因を調査したいというところを考えておりまして、比較

的うまくいっているところと、うまくいっていないところの比較ですとか、これまで連携と

かを実施してきた自治体と、それに参加いただいた事業者との連携が本当に進んでいるのか、

進んでいないのかとかの調査ですとか、それが進んでいないという話になってくると、なぜ

それが進まなかったのかみたいなところを具体的に調査して、ヒアリング調査を行って、今

後の各政策につなげていきたいなというところを考えております。 

  ここでのヒアリング結果が、今後、これから御説明差し上げる実装・ＡＩワーキンググル

ープの方の取組にも反映してくるかなと考えておりまして、このあたり、謙虚に、もう一度
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自分たちのやってきた政策の見直しみたいなことをやった方がいいのかなというところで提

案させていただいたところでございます。 

  続きまして２点目ですけれども、自治体向けの説明会の開催になります。こちら、前回実

施したオンライン・フォーラムに多くの自治体に参加いただいたというところで、事後アン

ケートの結果も良好でしたので、こちらについては、引き続き自治体を募ってオンラインで

の説明会を実施するということを考えております。 

  続きまして３点目ですけれども、解決事例のアップデートというところで、現在、かいけ

つサポートホームページに解決事例というものを掲載しておりますけれども、こちら、内容

が少し古くなっておりますので、この内容の更新というものを考えておりますというところ

でございます。 

  続きまして、実装・ＡＩワーキンググループですけれども、こちら、まず１点目、海外調

査研究に向けた検討というところでございます。こちら、先ほども少し御紹介いたしました

が、オーストラリアのＯＤＲプラットフォーム「ａｍｉｃａ」の調査研究を行うということ

を考えておりまして、その調査事項を検討するというところでございます。 

  続きまして、２点目、かいけつサポートホームページの機能向上に向けた検討というとこ

ろで、こちらも先ほど渡邊先生の方からも御質問いただいたところではありますが、かいけ

つサポートホームページの閲覧者の最近の動向の分析というのを行って、ＯＤＲ利用につな

がる導線の改善やコンテンツについて検討するというところを考えているというところでご

ざいます。こちら、ホームページに各種データがございますので、そのデータ分析を行って

改善に努めていくということを予定しているところでございます。 

  最後、３点目ですけれども、ＡＩに関する活用可能性の検討というところで、冒頭に説明

させていただいた調査結果を踏まえて、どこでＡＩを活用するのが今後ＯＤＲの推進にとっ

て一番いいのかというか、どこで活用すべきなのかという点も含めて、幅広に検討するとい

うことを考えているところでございます。 

  以上になります。 

○垣内座長 ありがとうございました。 

  今、次年度にワーキンググループで取り扱う予定としているテーマにつきまして御説明い

ただきましたけれども、今の御説明いただきました内容について、何か御異議等ございます

でしょうか。 

  佐成委員、お願いいたします。 

○佐成委員 最後のＡＩの活用に関してなんですけれども、これ、最近もうかなり生成ＡＩの

活用というのが日常生活でも非常に普及してしまっておりまして、特に先ほどの金沢市の事

例なんかをお聞きしていますとなおさらなんですけれども、やはり手続選択というか、どう

いう機関を選ぶかとか、そういう手続選択や機関の選択といったところ、そういったところ

で結構専門家が、この金沢市の事例は、専門家の弁護士の担当者がやられていると。これ、

非常にいいということはそのとおりだろうと思うんですけれども、他方、最近もう日常生活

では、各種ＡＩを使って旅行のプランを作ったりするなんて当然のことで、ホテルとか、そ

ういうのも全部やることが非常に多くなってきていますので、こういったものは、もう実際

に使われ始めている可能性が非常に高いと思います。 

  そういう意味では、これからやっていくということ以上に、やはりもうちょっとスピード
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感を持ってやらないと、我々ができることは何かと。認証ＡＤＲ機関ができるのは何かとい

うのは、もうちょっとそれを踏まえて更にできることはないかという、そういう視点で考え

ていただいた方が、既に日常的にもう一般人は使っているんだと。ＧｅｍｉｎｉとかＣｈａ

ｔＧＰＴなんて、もう年中使っているわけですから、そういうものは当然使われるはずだろ

うということを前提に検討をしていただきたいということを申し上げたいと思います。 

  以上でございます。 

○垣内座長 ありがとうございます。 

  ＡＩの活用可能性の検討について、既に日常的にＡＩが広く使われているという現状を踏

まえた検討を進めたいという御意見を頂戴いたしました。 

  渡邊委員、お願いいたします。 

○渡邊委員 渡邊です。よろしくお願いいたします。 

  来年度の取組について御説明をありがとうございました。質問ではなく、あくまでもコメ

ントというか、意見としてお話しできればと思いますが、来年度の取組の中で、かいけつサ

ポートホームページの機能向上に向けた検討が行われるというお話がございました。こちら

について、今のあるコンテンツの機能を向上させていくということも重要なのですが、そも

そものホームページの意義といいますか、今、佐成委員からも御指摘がございましたが、こ

れだけ生成ＡＩが普及していくと、かいけつサポートで提供される情報の価値というか優位

性に、やはり正しい情報が提供されているということがあると思います。そのような意味で、

例えば海外調査研究で行いましたカナダのＣＲＴのソリューションエクスプローラーという

診断ツールなどもそうですが、どのような形で正しい情報を利用される方に届けていくのか

ということについても、是非御検討いただければなと思いました。 

  例えば、先ほど家事事件を取り扱っている事業者の一覧を資料として御提示いただきまし

たが、こういったものも、利用する方からしますと、大きな資料ではスマートフォンで見に

くかったりとか、全ての情報を閲覧するのが難しかったりすると思います。一概に養育費の

セルフチェックのツールが導入されているので、そういったものを使ってこういう情報提供

ができないかとか、個別のコンテンツに合うような形で情報の提示の仕方を考えていく、利

用が増えていくことが今後期待されますので、情報の見せ方の工夫や拡充を是非していただ

ければなと思いまして、コメントさせていただきました。 

  以上です。 

○垣内座長 どうもありがとうございます。 

  ホームページの作り方等について、インタラクティブな形での自己解決支援の情報提供な

んかも視野に入れて検討いただくとよいのではないかということかと思います。 

  小澤委員、お願いいたします。 

○小澤委員 ありがとうございます。小澤です。 

  時間がないようですので１点のみ。提案には御異議はありません。それを踏まえて御提案

ということで、意見を１つ申し上げます。 

  令和８年５月２１日に、裁判のＩＴ化もフェーズ３ということでオンライン提出が始まり

ますので、このタイミングで、裁判所と一体となって紛争解決をオンラインでという社会的

認知を高める絶好のチャンスではないかなというふうに考えています。 

  現状のリニューアル後の裁判所のホームページの掲載を拝見しておりますと、もちろんＡ
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ＤＲポータルサイトに関する掲載はありますし、裁判所ごとにＡＤＲの説明のページを設け

ているものもありますが、一層連携の余地があるのではないかというふうに感じています。

多くの市民の方が信頼を寄せる裁判所と法務省のホームページが連動して、市民の紛争解決

のポータルの役割を果たすことができれば、より司法アクセスの拡充に資するように思いま

す。 

  具体的には、先ほどお話ありましたように、生成ＡＩの普及によって、チャット型ツール

に取りあえず質問してみるという行動を取る市民が非常に増えているというふうに考えてい

ます。実際に、とある司法書士会の調停センターでは、ＡＤＲセンターを知ったきっかけと

いうアンケート項目に「ＣｈａｔＧＰＴで勧められたから」というものもあったようです。

こうした現状を踏まえますと、導線として裁判所のホームページにチャット型のオンライン

紛争解決に関する問合せ窓口が設置できれば理想ですが、なかなか裁判所の公平性の観点や

御負担を考えると一足飛びにはいかないと思っていますので、したがいまして、その部分を

ホームページ上の認証ＡＤＲ機関への誘導で一部実現することは検討に値するというふうに

考えています。つまり、かいけつサポートのホームページでＡＤＲ・ＯＤＲという解決策の

情報提供をすると同時に、チャット型ツールを活用して、ホームページ上で事件類型、エリ

アで絞り込みをかけて認証機関へ誘導するような仕組みが構築できれば、すごくいいように

思いました。なかなか難しいのかもしれませんが。 

  これから実装が進むことが予想されるチャット型ツールを用いた情報提供や相談の前さば

きによって、効果的に裁判所、認証機関や弁護士会、ＡＤＲ相談機関と振り分けができれば、

裁判所の窓口案内負担も軽減できるものというふうに考えています。もちろん担い手の課題

もありますので、法テラスなども交えて、効果的な窓口設置について検討を始めてはいかが

でしょうかという御提案です。 

  以上です。ありがとうございました。 

○垣内座長 どうもありがとうございます。 

  裁判所ウェブサイトの連携、あるいは先ほどの渡邊委員の御発言にもあったところに関係

するかもしれませんが、チャット型ツールを活用しての認証ＡＤＲ等への誘導といったとこ

ろについて御示唆を頂きました。 

  では、山田委員、お願いいたします。 

○山田委員 ありがとうございます。私も手短に。 

  先ほどの御質問と若干関連するんですけれども、ＡＤＲ利用の調査をなさるというふうに

この前の方のページでおっしゃっていたかと思います。それはそれで大変すばらしいと思う

んですけれども、他方で、ＡＤＲの活用の推進がＯＤＲ推進に直結するのかどうかというの

は、これからの問題だという御趣旨だったかなというふうに思います。 

  今の小澤委員の御発言の背景にもあるのかなと思いますが、オンラインで直接調べて直接

ＯＤＲを使うという層もありそうな感じがいたします。そういう意味で、連携について少し

違うのかという先ほどの質問に加えまして、今予定されている調査は、その対象を事業者、

あるいは連携している相談窓口ということかと思いますけれども、例えば潜在的な紛争当事

者である方々に、例えばこういう共同親権の紛争が起きたときに、どういう解決手続を取る

かということを調査をして、そこにＡＤＲ・ＯＤＲということを選択肢として入れておくと

ニーズも分かりますし、ルートもある程度分かり得ますし、それからＯＤＲの周知宣伝にも
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なるかなというふうに思いましたので、それも、来年度無理かもしれませんが、少し御検討

いただけると大変ありがたいかなということです。 

  以上です。 

○垣内座長 ありがとうございます。潜在的な紛争当事者に対するニーズ調査等の必要性につ

いて御指摘を頂きました。田中委員、いかがでしょうか。 

○田中委員 時間がないようなので、今後の取組について質問とお願いを一緒に発言させてい

ただきます。 

  周知・広報ワーキングの取組の②番の中で、自治体向けの説明会を行うとあります。これ

は法務省のみで実施されるのか、それとも裁判所や日弁連にも声掛けを行って一緒に行うの

でしょうか。ＡＤＲ推進という観点からは認証ＡＤＲに限定せず、日弁連も入れて広く実施

するのがよいと思っており、また、自治体の担当者が学ぶときには、裁判所との比較も一緒

にできる方が有益と思っております。自治体向けの説明会は間口を広げた方がよいのではい

う質問兼お願いです。 

○垣内座長 ありがとうございます。 

  自治体向け説明会について、裁判所や日弁連との連携をされるのかということかと思いま

すが、法務省、事務局からいかがでしょうか。 

○矢川部付 事務局の矢川からお答えさせていただきます。 

  今の段階では、基本的には法務省のみでの開催を念頭に置いていたところではございます

けれども、今御指摘いただいた事項を踏まえて、どういう形でやっていくのが適切か、検討

してまいりたいと思います。ありがとうございます。 

○垣内座長 ありがとうございます。 

  それでは、お待たせいたしましたけれども、出井委員、お願いいたします。 

○出井委員 もう時間もあまりありませんので、ワーキンググループの取組というよりも、こ

の推進会議自体、あと１年何をやるのかということについて、その観点から申し上げたいと

思います。 

  今、我々推進会議、どこにいるのかということですが、２０２２年３月に、アクションプ

ランを策定して、今４年が経過したということになります。アクションプランは、最初の２

年が短期目標の期間で、その後、２０２２年から数えて５年程度ということでしたが、これ

が中期目標の期間でした。今はその４年が終わったところということになりますので、そう

すると、あと１年ということになります。 

  この推進会議は、アクションプランの最後のところで、アクションプランの推進フォロー

アップ体制を担う官民学が連携した組織体として組成されたと理解しております。そこにも

書かれているのですが、この推進会議、フォローアップ体制で何をやるかというと、定期的

な効果検証を行う、それから法務省における推進体制、認証体制についての検証を行う、Ｏ

ＤＲ推進に向けた取組が成果を上げるよう柔軟な見直しを提言していくことが期待されると

最後の方に書いてあります。それが我々のあと１年のミッションということになるかと思い

ますので、これを念頭に、あと１年の推進会議及びワーキンググループの営みを継続してい

くことになると考えております。このような認識の下、残りの１年、この推進会議、どうい

うふうに運営していくのか、もし法務省の方でお考えがあればお聞きしたいと思います。 

  時間の関係で、私の考え、若干抽象的になりますが申し上げますと、毎回推進会議で何を
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やったかの報告は、まとめて報告いただいて、それはそれで必要であり、また有益だと思い

ます。今回も資料が適切なものが出されていると思います。しかし重要なのは、その効果が

推進目標との関係でどうだったのか、修正する点があるのかというところだと思います。要

するに効果検証ですね。効果検証に基づいて推進策を見直す必要があるのかどうか、それか

ら、さらに５年間の後、どういう推進策を策定するのかということ、ここが大事なところで

はないかと思います。 

  先ほど参事官のお話の中にも、ちらっとそれに言及した話が出てきたかと思いますが、更

に申し上げると、推進目標はアクションプランに書いてあるのですが、そもそも推進目標自

体、果たして維持できるのかどうか、修正する必要はないのかどうか。さらには、基底にあ

るＯＤＲ推進に向けた基本的な考え方、これもアクションプランの最初の方に書いてありま

すが、これも見直す必要がないのかどうかを改めて検討して提言をすることが求められてい

る。これが我々のミッションではないかと思っております。 

  一言だけ申し上げると、２０２２年のアクションプランの中にも、それから、この推進会

議でも、「ＡＤＲ法を所管する法務省としては」というフレーズがよく出てきます。それは

所管官庁のフレーズとしては分かるのですが、しかし、日本政府の中でＯＤＲの推進を担っ

ているのは正にここですから、やはり法務省の所管にとらわれることなく考えていく必要が

あるかと思います。ＡＤＲ法を所管するということになると、正にＡＤＲの部分、調停の部

分だけということになってしまいかねないのですが、これはアクションプラン自体にも書い

てあるように、調停部分だけではないということ、これを改めて押さえておくべきだと思い

ます。 

  アクションプランを検討・策定したのがＯＤＲ推進検討会、その前が内閣府のＯＤＲ活性

化検討会であったかと思います。活性化検討会で取りまとめられたものによると、ＯＤＲと

いうのはＡＤＲの部分だけではなく、その前の交渉フェーズ、さらに相談フェーズ、情報収

集フェーズと、それら一連のものとして捉えてＯＤＲと言っているわけで、これらをＡＤＲ

の側から見ると、必ずしも適切な言い方ではないかもしれませんが、プレＡＤＲフェーズと

言われている部分ですね、ここも重要であると。ＡＤＲフェーズとプレＡＤＲフェーズの連

携も重要なのですが、プレＡＤＲフェーズ自体、つまりそこで終わってしまっても、ＡＤＲ

に結び付かなくても、それはそれで重要な機能を果たすということであると思います。その

点について改めて認識を確認して、次の５年につなげていくということ、そういう議論とい

うふうに私は考えているんですが、果たしてその認識自体、それでよいのかどうか。そのあ

たりも含めて、大きな議論をこの推進会議でするべきではないかというふうに考えておりま

す。 

  ちょっと大きなことを申し上げましたが、年に２回ぐらいしかないことなので、是非委員

の皆さんも、その点も含めて検討いただければと。この種の会議体としては、普通は中間で

中間報告書を出したり、期間が終わる頃には報告書を出したりすると思うのですが、そのあ

たりの取りまとめの方式・タイミングも含めて、事務局の方でも御検討いただきたいと思っ

ています。 

  以上です。 

○垣内座長 どうもありがとうございます。 

  この推進会議そのものの今後の進め方について、中期とされている５年間の経過後につい
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ての見通しも含めて、大変重要な御意見を頂戴したかと思いますけれども、今の時点で何か

法務省からコメント等はありますか。 

○出井委員 すみません。ちょっとそれに関連して、先ほど質問しようと思っていたのが、法

務省資料の７ページでしたか、実績のところで、ＯＤＲの件数というのが内数で出ているん

ですね。そのＯＤＲというのが、従来型の調停をオンラインにしたものなのか、それともチ

ャットベースのものも含むのか、その内数がどうなっているのかということをお聞きしたか

ったんです。それとともに、いわゆるプレＡＤＲフェーズの数もどれくらいなのか、そもそ

も把握しているのかどうか。そのあたりも実はお聞きしたかったところでした。 

○垣内座長 もし、今の御質問の点も含めて法務省から御発言ありましたら、お願いしたいと

思いますけれども。 

○矢川部付 事務局の矢川でございます。 

  まず、ＯＤＲの件数の関係をお答えさせていただきます。 

  このＯＤＲの実施件数の中にはチャット型のものも含まれておりまして、そのチャット型

の中には、チャットをしつつ、かつ、例えばウェブ会議のような形で面談をしているものも

含まれていれば、チャット型の中で、さらに面談は全くなく、チャット型のみで終わってい

るものも含まれます。そのチャット型のみの中には、いわゆるプレＡＤＲといいますか、交

渉段階である意味終わっているようなものも含まれております。これらの詳細な分類ごとの

件数までは把握しておりませんが、そういったものが含まれた件数というところでございま

す。 

○垣内座長 ありがとうございます。 

○甲元参事官 続きまして、こちらの推進会議の今後の進め方ですけれども、先ほどちょっと

御説明差し上げたとおり、本年度、周知・広報ワーキンググループの方で調査を行って、効

果検証できるような基礎データみたいなものをここで集めようかなと思っております。それ

を踏まえて、今後の推進目標をどういう形にするのか、修正する必要があるのかどうかみた

いなところは、推進会議において、この推進会議、次年度以降どうするのかというところは

どこかでお諮りしなきゃいけないとは考えておりまして、その作業をこちらの方でもしなき

ゃいけないとは思っていたところです。 

  本日頂きました出井先生の御意見を踏まえて、全体のという形でこの推進会議の本体を進

めていくかということ、改めてちょっと検討したいと思います。その後に、各先生方には方

向性については御連絡差し上げるということで、次回の会議になるかなとは思っております。 

○垣内座長 どうもありがとうございます。よろしいでしょうか。 

  そうしましたら、今、最後に、全体についてのうち大変重要な御指摘も頂きましたけれど

も、ワーキンググループで取り扱う次年度のテーマということにつきましては、周知の内容

について御示唆等も頂きましたけれども、基本的に今日御説明いただいた内容で進めるとい

うことを御了承いただいたというふうに理解いたしましたので、具体的には、今日頂いた御

意見等も踏まえて、更に検討等を進めていただければと思います。 

  そういたしましたら、以上で内容的な議論については全てしていただいたというふうに思

いますので、最後に事務局から事務連絡等がありましたらお願いをいたします。 

○甲元参事官 本日は、長時間にわたりましてどうもありがとうございました。 

  次回のＯＤＲ推進会議ですけれども、詳細な日程、今現在決まっておりませんので、具体
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的な日程調整、追って改めて調整させていただきます。御多忙のところ大変恐縮ではござい

ますけれども、次回も御参加のほどよろしくお願いいたします。 

○垣内座長 それでは、進行に不行き届きがありまして、若干時間を超過してしまいまして恐

縮に存じますけれども、本日の会議は以上で終了とさせていただきます。 

  本日もどうもありがとうございました。 

－了－ 

 


